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河内長野市においては,河内長野駅から三日市町駅までの旧街道沿い、及び市街化調整区域に広がる里山集落に現存する古民家等の地域資源を活用した滞在や交流は尊重していく方針のため、すべての民泊を一律に否定するものではなく河内長野らしい居住・滞在の魅力と良好な住環境の両立を目指すものとする。
したがって、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域において、制限を行う特別用途地区を追加するものである。
